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(57)【要約】
【課題】溶剤、酸、塩基および熱への耐性があり、材料
の純度が要求される用途で使用可能であり、一回使用の
みで、かつフレキシブルチューブ用の優れた密封および
／または接続を提供しつつ、使い捨てにすることで、二
次汚染の可能性を排除するクランプ継手を提供する。
【解決手段】各々漏斗状部で終端している一端部を有す
るバーブコネクタへのサニタリークランプの接続を説明
する。サニタリークランプは、第１の端部と第２の端部
の間に配設された第１の半円状中心部を有する第１の部
材を備えている。第２の部材は、第１の端部と第２の端
部の間に配設された第２の半円状中心部を有している。
第１と第２の部材の第１の端部は、互いに回転可能に接
続するように構成されており、第１の第２の部材の第２
の端部が、係合している第１と第２の部材の第２の端部
を選択的に係止する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々漏斗状部で終端する一端を有するバーブコネクタ対に接続するためのサニタリーク
ランプであって、
　第１の端部と第２の端部の間に配設された第１の半円状中心部を有する第１の部材であ
って、出張りが、前記第１の半円状中心部の前記第２の端部から延在する開口を規定して
いる、第１の部材と、
　第１の端部と第２の端部の間に配設された第２の半円状中心部を有する第２の部材とを
備え、ここで前記第１と第２の部材の前記第１の端部が、互いに回動可能に接続され、ハ
ウジングが、前記第２の半円状中心部の前記第２の端部から延在する、第２の部材と、
　前記開口を貫通するように構成されたピンであって、当該ピンは、一つの突出部と一つ
のハンドルとを有し、前記突出部は少なくとも一つのラチェットの外歯を備え、前記ハン
ドルは、前記突出部を当該ハンドル方向へ付勢する、ピンと、を含み、
　前記ハウジングは、前記突出部を収納し且つ解除可能に係合するように構成され、向か
い合った二つの側壁を含み、夫々が、第一部分を備えたロッカーロックと、係合部材を含
んだ反対側の第二部分と、ならびに、その間に前記ロッカーロックをその各側壁に旋回可
能に接続する接続フランジとを含み、前記第二部分は、前記第一部分が内側に押圧された
際に外側に動き、前記ロッカーロックは、前記ハウジングの係合部材を弾性的に配置して
前記少なくとも一つのラチェットの外歯と係合するように、且つ、前記第一部分の押し下
げを受けて、前記少なくとも一つのラチェットの外歯との係合から前記係合部材を解除す
るように、前記ハウジングに関する前記係合部材を引っ込めることが可能となるように構
成されることを特徴とするサニタリークランプ。
【請求項２】
　前記突出部は、複数のラチェットの外歯を備えた側壁を有し、前記外歯は、突出部の側
壁上に配置され、前記出張りの前記底面に向けて曲がっていることを特徴とする請求項１
に記載のサニタリークランプ。
【請求項３】
　前記突出部と前記ハンドルが、互いに前記出張りの反対側にあり、前記出張りに対する
前記ピンの移動を制限するよう動作可能である留め具が、前記突出部と前記出張りの間の
前記ピンの上に配設されることを特徴とする請求項１に記載のサニタリークランプ。
【請求項４】
　前記突出部が、前記ハンドルの反対側の前記ピンの端部に配設されていることを特徴と
する請求項１に記載のサニタリークランプ。
【請求項５】
　前記ハンドルは、前記ピンにより規定された軸の周囲を回転可能であり、
ねじ式係合が、前記ハンドルの回転に応じて、前記突出部を前記ハンドル方向に付勢する
ように動作可能であることを特徴とする請求項１に記載のサニタリークランプ。
【請求項６】
　前記ピンの一端が、前記突出部を規定し、前記ピンの反対側の端部がねじ部を規定し、
前記ねじ式係合が、前記ピンの前記ねじ部と前記ハンドルにより規定された空洞との係合
を含むことを特徴とする請求項５に記載のサニタリークランプ。
【請求項７】
　ヒンジが、前記ピンと前記ハンドルとを回転可能に結合することを特徴とする請求項１
に記載のサニタリークランプ。
【請求項８】
　前記ハンドルがカムを規定し、前記第１の部材がカム受容部を規定し、
前記ハンドルの前記カムは、前記ヒンジにより規定された軸の周囲の前記ハンドルの回転
に応じて、前記第１の部材の前記カム受容部に接触するように動作可能であることを特徴
とする請求項７に記載のサニタリークランプ。
【請求項９】
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　前記ハンドルの反対側の前記ピンの端部が、前記突出部を規定することを特徴とする請
求項８に記載のサニタリークランプ。
【請求項１０】
　前記ハンドルの前記カムが、二つの離隔する側壁を含み、
前記ピンが、前記二つの離隔する側壁の間で前記カムに回転可能に結合されていることを
特徴とする請求項８に記載のサニタリークランプ。
【請求項１１】
　各々漏斗状部で終端する一端を有するバーブコネクタ対に接続するためのサニタリーク
ランプであって、
　第１の端部と第２の端部の間に配設された半円状中心部を有する第１の部材であって、
前記第１の部材の前記第２の端部が、少なくとも一つのラチェットの外歯を含む突出部と
結合されている、第１の部材と、
　第１の端部と第２の端部の間に配設された第２の半円状中心部を有する第２の部材とを
備え、ここで前記第２の部材の前記第１の端部が、前記第１の部材の前記第１の端部に回
動可能に接続され、前記第２の部材の前記第２の端部が、前記突出部を収納するように構
成された穴を少なくとも部分的に規定する、少なくとも一つの壁を有し、
　第一部分と係合部材を含んだ反対側の第二部分とを備えたロッカーロックが、旋回可能
に少なくとも一つの前記壁と結合され、前記係合部材は、弾性的に、前記穴内に前記突出
部を係止するために、少なくとも一つのラチェットの外歯に係合するように前記穴内に配
置されており、前記第二部分は、前記第一部分が内側に押圧され、前記穴から前記係合部
材を引っ込めて、少なくとも一つのラチェットの外歯との係合から前記係合部材を解放し
て前記穴から前記突出部が外れた際に外側に動くように構成されていることを特徴とする
サニタリークランプ。
【請求項１２】
　前記第１の部材の前記第２の端部から延在する出張りを更に含み、前記突出部が前記出
張りに固定されていることを特徴とする請求項１１に記載のサニタリークランプ。
【請求項１３】
　前記第１の部材の前記第２の端部から延在する出張りであって、開口を規定する出張り
と、
　ねじ付きの空洞を規定する前記突出部と、および、
　前記第一の部材に前記突起部を結合するように構成された係止ノブを更に含み、前記係
止ノブが、前記開口を通過して延び、且つ、ハンドル部と前記出張りの反対側に配置され
たねじ部とを含み、前記突出部が前記穴内に係合されたときに、前記ねじ部が、少なくと
も部分的に前記空洞内にねじ込まれるとともに、前記ハンドル部が回転され、前記ねじ部
が前記空洞内に更にねじ込まれるにしたがい、前記ハンドルがハウジングに向かって前記
出張りを付勢することを特徴とする請求項１１に記載のサニタリークランプ。
【請求項１４】
　前記ハンドル部の底面に形成されたラチェット上の歯を更に含み、
　前記ラチェット上の歯が、前記開口部の周囲の前記出張りのリブ上縁部と協働し、ロッ
ク位置に前記ハンドル部を保持することを特徴とする請求項１３に記載のサニタリークラ
ンプ。
【請求項１５】
　前記第１の部材の前記第２の端部から延在する出張りであって、開口を規定するととも
に、カム受容部を有する出張りと、
　ピンであって、前記突出部及び回転可能に前記ピンに結合するカム付きのハンドルを備
え、当該ピンが前記開口を通過して延びて、前記出張りを前記第１の部材の前記第２の端
部に結合させることで、前記ハンドルと前記突出部が、互いに前記出張りの反対側に配置
される、ピン、を更に含み、
　前記突出部が前記穴内に係合されたときに、前記カムは前記カム受容部と接触し、前記
ハンドルは前記ピンの周りを回転し、前記ハンドルがハウジングに向かって前記出張りを
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付勢することを特徴とする請求項１１に記載のサニタリークランプ。
【請求項１６】
　前記第１の部材の前記第２の端部から延在する出張りであって、開口を規定する出張り
と、
　前記突出部とねじ付き端部を備えたピンであって、当該ピンが前記開口を通過して延び
て、前記突出部を前記第１の部材の前記第２の端部に結合させることで、前記ねじ付き端
部と前記突出部が、前記出張りの反対側に配置される、ピンと、及び、
　前記ピンの前記ねじ付き端部と螺合するハンドルであって、前記突出部が前記穴内に係
合されると共に、前記ハンドルが前記ピンのねじ付き端部の周りで回転されて、前記ねじ
付き部分を前記ハンドルにねじ込むときに、、ハウジングに向かって前記出張りを付勢す
るハンドル、を更に含むことを特徴とする請求項１１に記載のサニタリークランプ。
【請求項１７】
　前記ロッカーロックの前記第一部分は、内的な落ち込みを容易にするために、側壁に対
して外側に延びることを特徴とする請求項１１に記載のサニタリークランプ。
【請求項１８】
　前記第２の部材の前記第１の端部が、前記第１の部材の前記第１の端部に回動可能に接
続されることで、前記第１と第２の部材が、コネクタ対の漏斗状部を収納し当該漏斗状部
を液密に保持するように構成された、連続的な環状溝を規定するように回動可能であるこ
とを特徴とする請求項１１に記載のサニタリークランプ。
【請求項１９】
　前記溝は、前記複数の漏斗状部間に配置されるＯリングを収容するように更に構成され
ていることを特徴とする請求項１８に記載のサニタリークランプ。
【請求項２０】
　各々漏斗状部で終端する一端を有するバーブコネクタ対に接続するためのサニタリーク
ランプであって、
　第１の端部と第２の端部の間に配設された半円状中心部を有する第１の部材であって、
前記第１の部材の前記第２の端部が、そこから延在して開口を規定するとともに、カム受
容部を有する出張りを含む、第１の部材と、
　突出部及び回転可能にピンに結合されたカム付きのハンドルを備えたピンであって、前
記ハンドルと前記突出部が、前記出張りの反対側に配置されるように、前記開口を通過し
て延びたピンと、及び、
　第１の端部と第２の端部の間に配設された第２の半円状中心部を有する第２の部材とを
備え、ここで前記第２の部材の前記第１の端部が、前記第１の部材の前記第１の端部と回
動可能に接続され、前記第２の部材の前記第２の端部が、前記突出部を収納するように構
成された、穴を少なくとも部分的に規定する、少なくとも一つの壁を有し、
　第一部分と係合部材を含んだ反対側の第二部分とを備えたロッカーロックが、旋回可能
に少なくとも一つの前記壁と結合され、且つ、前記ロッカーロックは、前記係合部材が、
前記穴内に前記突出部を係止するように、少なくとも一つのラチェットの外歯に係合する
ように前記穴内に弾性的に配置されており、前記第二部分は、前記第一部分が内側に押圧
され、前記穴から前記係合部材を引っ込めて、少なくとも一つのラチェットの外歯との係
合から前記係合部材を解放して前記穴から前記突出部が外れた際に外側に動くように構成
されており、前記突出部が前記穴内に係合されたときに、前記カムと前記カム受容部とが
接触し、ハンドルは前記ピンの周りを回転し、前記ハンドルがハウジングに向かって前記
出張りを付勢することを特徴とするサニタリークランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、２００９年４月２９日に提出された、米国特許出願番号第１２／４３２，３
７０号の優先権を主張し、その内容全体を本明細書に参照として組み入れる。
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【０００２】
　本発明は、一対のサニタリー接続をともに保持する使い捨てサニタリークランプ(dispo
sable sanitary clamp)に関する。
【背景技術】
【０００３】
　プラスチックやゴムから成るフレキシブルチューブは、医療、医薬品、バイオ医薬品、
飲食料品、およびその他の研究分野において広く用いられている。医療機器から患者への
接続といったあるアッセンブリのために、ステンレススチール製のコネクタやクランプを
用いて、フレキシブルチューブの端部を接続している。ステンレススチール製のコネクタ
やクランプは、殺菌可能であるという利点があるため、再使用可能である。しかしながら
、ステンレススチールコネクタは、製造費が嵩み、二次汚染を完全に防止することができ
ない。
【０００４】
　溶剤、酸、塩基、熱への耐性がある材料から製造され、材料の純度が要求される用途で
使用可能であるコネクタやクランプを提供することは有益であろう。また、フレキシブル
チューブ用の優れた密封および／または接続を提供しつつ、一回のみの使用で使い捨てに
することで、二次汚染の可能性を排除するクランプを提供することは有益だろう。
【発明の概要】
【０００５】
　ここで説明するサニタリークランプの実施例は、上記の課題に対処可能であり、それら
の端部に漏斗状のバーブコネクタ(barb connector)を有するフレキシブルチューブの部位
を接続するためのクランプに関する。
【０００６】
　一実施例において、サニタリークランプは、各々漏斗状部に終端する端部を有するバー
ブコネクタ対の接続のために提供される。このサニタリークランプは、高分子熱可塑性重
合体から構成され、コスト効率の高い使い捨てクランプを提供する。このサニタリークラ
ンプは、接続および係止(locked)してコネクタ対の漏斗状端部を収納する円形開口部を形
成可能な第１と第２の半円状部材を含む。第１と第２の部材はまた、バーブコネクタ対の
配設後に、第１と第２の部材を選択的に係止する係止装置を提供する第２の端部を有して
いる。この実施例において、係止装置は、外歯を有するラチェットを備えている。このラ
チェットは、第１の部材に接続されている。係止装置は、第２の部材の第２の端部から延
在するハウジングも備えている。このハウジングは、ラチェットを収容するように構成さ
れている。また、ハウジングは、内部に形成され、ハウジング内のラチェットの歯の係止
と係止解除をする移動経路を規定するロッカーロック（rocker lock）を有する側壁を備
えている。
【０００７】
　係止装置の他の実施例は、ラチェットとハウジングを係合する別の機構を含むことがで
きる。例えば、プライヤー(pliers)を用いて、ラチェットとハウジングを係合することが
できる。別の実施例において、ハンドルは、ラチェットをハウジングに挿入後に、ラチェ
ットを引っ張ることによりラチェットとハウジングを係合するカム部を備えることができ
る。第３の実施例において、ハンドルは回動可能で、ラチェットを引き込んでハウジング
と係合させる。
【０００８】
　ラチェットを備えていないサニタリークランプの別の実施例において、サニタリークラ
ンプは、接続および係止して、円形開口部を形成可能な第１と第２の半円状部材を備え、
第１と第２の部材は、バーブコネクタをその中に配設後に、第１と第２の部材を選択的に
係止する係止装置を提供する第２の端部も備えている。第２の部材の第２の端部に、ピン
が回動可能に接続され、このピンが回転されて、第１の部材の第２の端部により規定され
たアーム間に挿入できる。ピンに締結された(threaded)ハンドルを回転して、第１の部材
に圧力を加えることができる。この結果、第１と第２の部材の間に圧力が存在することに
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なり、第２の部材に対する第１の部材の移動を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　ここでは、添付図面を参照して説明を行い、複数の図面を通して、同一参照符号は同一
の部品を示す。
【００１０】
【図１Ａ】バーブコネクタの漏斗状端部が配設され、第１と第２の部材を有するサニタリ
ークランプの一例を実装するサニタリーアッセンブリの立面図である。
【００１１】
【図１Ｂ】Ｏリングと、バーブコネクタの漏斗状端部対を図１Ａのサニタリークランプに
配設し、サニタリークランプの一例を実装するサニタリーアッセンブリの立面図である。
【００１２】
【図１Ｃ】サニタリークランプに係止された図１Ｂのサニタリーアッセンブリの立面図で
ある。
【００１３】
【図２Ａ】図１のサニタリークランプの分解図である。
【００１４】
【図２Ｂ】ヒンジで接続された図２Ａのサニタリークランプの斜視図である。
【００１５】
【図２Ｃ】は、部分的に閉止位置にある図２Ｂのサニタリークランプの正面斜視図である
。
【００１６】
【図３Ａ】平行閉止プライヤーにより係止装置を係止位置に置いた図１のサニタリークラ
ンプの側面図である。
【００１７】
【図３Ｂ】係止位置にある図３Ａの係止装置の断面図である。
【００１８】
【図４】サニタリークランプの第２の実施例の上面図である。
【００１９】
【図５Ａ】第２の実施例によるサニタリークランプのハンドルとアクメねじとを有する係
止ノブの立面図である。
【００２０】
【図５Ｂ】ハンドルの上面を示す係止ノブの上面図である。
【００２１】
【図５Ｃ】係止ノブの底面図である。
【００２２】
【図６Ａ】ラチェットに設置された係止ノブと係止解除位置にあるサニタリークランプの
第１部材の部分断面図である。
【００２３】
【図６Ｂ】係止位置にある係止ノブの部分断面図である。
【００２４】
【図７】サニタリークランプの第３実施例の分解斜視図である。
【００２５】
【図８】サニタリークランプの第４実施例の側面図である。
【００２６】
【図９】仮想線で示されるハンドルを有するサニタリークランプの第４実施例のピンの側
面図である。
【００２７】
【図１０】図９のハンドルの後端図である。
【００２８】
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【図１１】サニタリークランプの第５実施例のピンの側面図である。
【００２９】
【図１２】サニタリークランプの第５実施例のピンの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１Ａから３Ｂについて説明する。サニタリークランプ１０の第１の実施例は、漏斗状
端部を有する２つのサニタリー接続１２を接続するように構成されている。各サニタリー
接続１２は、一端に設けられ、チューブ（図示せず）に接続するバーブ接続１４を有する
管状部材１３を備えている。各サニタリー接続１２は、その終端１８に拡張(expanded)円
形開口部を有する漏斗状構造１６を備えたバーブパイプ１４の反対側の一端を備えている
。
【００３１】
　サニタリー接続１２対を流動可能かつ密封可能に接続できるサニタリークランプ１０は
、Ｅｌｆ　Ａｔｏｃｈｅｍ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ　社の登録商標であるＫｙｎａ
ｒという製品名で販売されているＰＶＤＦ（polyvinylidene difluoride：ポリフッ化ビ
ニリデン）重合体などの高分子量熱可塑性重合体から構成できる。Ｋｙｎａｒは、通常、
高純度、高強度、および溶媒、酸、塩基、および熱への耐性を要求される用途で用いるの
に適している。代替品として、ＰＳＵ（ポリサルフォン）もサニタリークランプ１０を構
成するのに用いることができる。
【００３２】
　サニタリークランプ１０は、それぞれがヒンジ６０で接続された、第１と第２の半円状
部材２０，４０によりそれぞれ形成される。第１の部材２０は、平行側壁対２５と円形部
２２の内面の間に形成された内溝(interior groove)２４を有するアーチ状の半円状部２
２を備えている。内溝２４は、その間にＯリングシール２７を有するサニタリー接続対１
２の漏斗状構造１６の終端部１８の半円状部を収納できる構造と大きさに構成されている
。半円状部２２に隣接する第１の部材２０の一端３４は、ヒンジ６０の雄部を形成する延
長(extending)タブ２６である。第１の部材２０の反対側の端部２０上に位置し、半円状
部２２に取り付けられているのは、半円状部２２の端部２９から実質的に垂直に延びる出
張り(ledge)２８である。出張り２８の内面は、外歯３２により、ラチェット３０の反対
側に沿ってラチェット３０を坦持する。
【００３３】
　サニタリークランプ１０の第２の部材４０は、その内面４１と平行側壁対４３との間に
内溝(inner groove)４４を形成する中央半円状部４２を有している。内溝４４は、サニタ
リー接続１２の終端対１８の間に配設されたＯリング２７を収容するように構成されてい
る。第２の部材４０は、ヒンジ６０の雌部を形成する一つの分岐端部(bifurcated end)４
５を有している。第１と第２の部材２０、４０は、それらの端部３４，４５において一緒
に接続され、ヒンジ６０を構成している。ヒンジ６０は、第２の部材４０の分岐端部４５
に第１の部材２０の延長タブ２６を接続するように形成され、従来の金属クランプと同様
に所定の場所でクランプ１０を回転させることができる。ヒンジ６０は、クランプ１０内
のサニタリーコネクタ１２の配置に干渉しないように、第１と第２の部材２０，４０の外
面上に位置するように構成されている。
【００３４】
　第２の部材４０は、端部４５の反対側の端部４７から延在し、ヒンジ部６０から離れて
いるハウジング４６を有している。ハウジング４６には、その中に第１の部材２０のラチ
ェット(ratchet)３０を収納する穴(well)４８が形成されている。第２の部材４０のハウ
ジング４６は、反対側の側壁４９を有している。側壁４９は互いに鏡像になっているため
、ただ１つの側壁４６のみを説明する。側壁４９の中央部において、その中にロッカーロ
ック(rocker lock)５０が形成されている。ロッカーロック５０は、各側壁４９に直接切
り込まれ、これにより、ロッカーロックの中央部を側壁４９の材料に接続する接続フラン
ジ５３を除き、ロッカーロック５０の周囲に隙間／開口(gap/opening)５１を残している
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。ロッカーロック５０は、接続フランジ５３の周囲を回転する(pivots)。ロッカーロック
５０の下端５０ａまたは上端５０ｂのいずれかの上に手動で圧力を加えると、側壁４９に
対して、ロッカーロック５０の反対側の端部５０ｂまたは５０ａをそれぞれ外側に屈曲さ
せる。隙間／開口５１は、第１の部材２０のラチェット３０上の歯３２を収納するような
大きさで、ロッカーロック５０の上端５０ｂと下端５０ａに設定されている。ロッカーロ
ック５０の上端５０ｂは、ボタン５２の外側を延在するように形成され、ロッカーロック
５０の上端５０ｂを手動で押し下げるのを容易にして、ハウジング４６からラチェット３
０を開放する。
【００３５】
　図２Ｃから理解できるように、手動で第１の部材２０に下方向の圧力が加えられるので
、ラチェット３０上の歯３２が、ロッカーロック５０の内面５７に沿って摺動する。図３
Ａに示すような、平行閉止プライヤー(pliers)対７０を用いて、図３に矢印で示すように
、出張り２８の上面２９’と第１と第２の部材２０，４０のハウジング４６とをそれぞれ
押し下げることにより完全に閉じる。いったんロッカーロック５０の隙間５１に歯３２が
ラッチされると、ロッカーロック５０のボタン５２を押し下げない限り、歯３２を開放す
ることはできない。隙間５１内部の歯３２を固く係止するには、図２Ｃに示すように、第
１の部材２０の出張り２８に向けて歯３２を上に屈曲させて、ハウジング４６からラチェ
ット３０が簡単に抜けるのを防ぐ。
【００３６】
　図４～６Ｃに示すように、使い捨てサニタリークランプ１１０用に、閉止(closure)と
係止(locking)機構の別の実施例を提供することができる。サニタリークランプ１１０が
、サニタリークランプ１０の第１の部材２０の代わりに第１の部材１２０を備えていても
、サニタリークランプ１１０は、サニタリークランプ１０に類似している。サニタリーク
ランプ１１０の第１の部材１２０は、その出張り１２８を貫通する貫通開口(through ape
rture)１２９を備えている。開口１２９は、リブ状周辺上縁１３１により取り囲まれてい
る。上縁１３１上のリブは、例えば、１０度間隔で間隔が空けられている。第２の部材４
０は変わらない。
【００３７】
　開口１２９は、ハンドル１２２の底面１７１から延在するアクメねじ(acme thread)１
７４に一体的に接続されたハンドル部１７２を有する係止ノブ１７０を収納するように構
成されている。第２の実施例のラチェット１３０は、アクメねじ１７４を収納する中心空
洞(central cavity)１７６を有する。アクメねじ１７４は、ラチェット部材１３０の中心
空洞１７６内に挿入されるように構成されている。ラチェット部材１３０は、その上縁１
３３に沿って出張り１２８の底面に接続し得る。代替的に、ラチェット部材１３０は、出
張り１２８と第１の部材１２０から最初から離れている別部材であってもよい。別の実施
例において、ラチェット１３０をハウジング４６の縦穴４８に挿入してから、係止ノブ１
７０で所定の位置に固定される。係止ノブ１７０は、プライヤー７０により第１の実施形
態で行ったように、手締め以上にアッセンブリを完全に固く締結するように機能する。
【００３８】
　その中に設置されたアクメねじ１７４を有するラチェット１３０を置き、手動で圧力を
加えて第２の部材４０の縦穴４８と接続したとき、ハンドル部１７２を時計方向に移動す
ることができ、これにより、アクメねじ１７４が、ラチェット１３０とその関連する歯１
３２をロッカーロック５０方向に引っ張り、歯１３２を隙間５１に係止し、手締め以上に
アッセンブリを締結することができる。図６Ａは、係止解除位置にある閉止(closure)を
示す。図６Ｂは、係止位置にある閉止(closure)を示す。閉止が係止位置にあるとき、第
２の部材４０のハウジング４６が、第１の部材１２０の出張り１２８へ引き上げられる。
ハンドル１７２の係止位置は、上部材１２０の開口１２９のリブ状上縁１３１を介して、
係止解除位置から０～１８０度の間で１０度ずつ増加するいずれの点であってもよい。第
１の部材１３０のリブ状上縁１３１と協働する係止ノブ１７０のハンドル１７２の底面１
７１に、図５Ｂに示す一体形成されたラチェット歯１８０は、ハンドル１７２がそれ自身
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の上で係止解除されることを防ぐ。
【００３９】
　図７に示すサニタリークランプ３１０の第３の実施例は、第１の半円状部材３２０と第
２の半円状部材３４０とを含む。第１と第２の半円状部材３２０，３４０は、ヒンジ３６
０で結合され、その間のＯリングシール２７でのサニタリー接続対１２の漏斗状構造１６
の終端部１８を収納する溝２４，４４をそれぞれ規定している。ヒンジ３６０の反対側の
第１の部材３２０の一端３２２は、通常、Ｕ形状面３２８を規定する間隔を空けたアーム
対３２４，３２６を備えることができる。ヒンジ３６０の反対側の第２の部材３４０の一
端３４２は、開口３４４と、開口３４４内部で互いに向かって突出しているピン対３４６
，３４８とを規定することができる。ピン対３４６，３４８は、第２の部材３４０の端部
３４２からヒンジ３６０により規定された回転軸３６１に並行な方向に延在することがで
きる。ピン３８０は、第２の部材３４０により規定されたピン３４６，３４８を収納する
大きさの開口３８２を規定できる。ピン３８０は、開口３８２の反対側のその一端でねじ
部３８４も規定することができ、ハンドル３８６は、ピン３８０のねじ部３８４の上に締
結することができる。
【００４０】
　第２の部材３４０の開口３４４にピン３８０を挿入して、ピン３４６，３４８をピン３
８０により規定された開口３８２と係合させ、第２の部材３４０の端部３４２にピン３８
０を回転可能に結合させることができる。そのため、ヒンジ３６０により規定された回転
軸３６１に並行な軸の周囲を、ピン３８０が回動可能である。ヒンジ３６０から離れたピ
ン３８０を回転させて、サニタリー接続１２の終端１８とＯリングシール２７を、第２の
部材３４０により規定された溝４４に挿入することができる。第１の部材３２０の端部３
２２が、第２の部材３４０の端部３４２と接触または近接するように、第１と第２の部材
３２０，３４０を互いに向かって回転することができる。そして、ピン３８０を、第１の
部材３２０により規定されたアーム３２４，３２６の間の位置に回転し、ハンドル３８６
を回転させて、ハンドル３８６の底端部３８８を第１の部材３２０のＵ形状面３２８と係
合させることができる。ハンドル３８６の底端部３８８と第１の部材３２０を係合させて
、第２の部材３４０から離れた第１の部材３２０の回転を防ぎ、サニタリークランプ３１
０によりサニタリー接続１２を流動可能に結合できる。
【００４１】
　図８に示すサニタリークランプ４１０の第４の実施例は、ヒンジ４６０で互いに回転可
能に結合した第１の部材４２０と第２の部材４４０とを含む。第１と第２の部材４２０，
４４０は、サニタリー接続１２の終端１８を収納する溝２４，４４を規定できる。ヒンジ
４６０の反対側の第１の部材４２０の端部４２２は、開口４２４と湾曲カム受容面４２６
とを規定できる。図９に示すピン４８０は、第１の部材４２０により規定された開口４８
４を通して装着できる大きさの第１の端部４８２を有し、ピン４８０の第１の端部４８２
は、開口４２４を規定できる。ピン４８０により規定された留め具４８６を第１の端部４
８２から離してよく、留め具４８６は、留め具４８６と第１の部材４２０の間の接触によ
り、開口４２４を通るピン４８０の移動が制限されるように、第１の部材４３０により規
定された開口４２４の少なくとも一部よりも大きくし得る。第１の端部４８２の反対側の
ピン４８０の第２の端部４８８は、ラチェットとして機能する、すなわち第２の端部４８
８の反対側は、複数の歯４８９を規定できる。
【００４２】
　サニタリークランプ４１０は、カム部４９０を有するハンドル４９１も備えることがで
きる。カム部４９０は、図１０に示すように、溝４９２を規定する平行な側壁対４９０ａ
，４９０ｂを備えることができ、ハンドル４９１も、溝４９２内で互いの方に向かって延
在するピン対４９４，４９６も規定できる。溝４９２は、ピン対４９４，４９６で規定さ
れた軸に対し円周方向に延在できる。
【００４３】
　開口４２４を通して第１の部材４２０にピン４８０の第１の端部４８２を挿入した後、
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ピン４８０の第１の端部４８２を溝４９２に挿入して、ハンドル４９１のピン４９４，４
９６をピン４８０により規定された開口４８４と係合し、これによりハンドル４９１とピ
ン４８０を回転可能に結合することができる。
【００４４】
　ハンドル４９１をピン４８０に回転可能に結合させて、ハンドル４９１を回転させると
、ハンドル４９１のカム部４９０を第１の部材４２０のカム受容面と係合させることがで
きる。この係合の結果、ハンドル４９１の回転によりピン４９４，４９６をカム受容面４
２６から離して移動させ、これにより、順に、その留め具４８６と歯４８９が、第１の部
材４２０により規定された開口４２４に向けて移動するように、ピン４８０を移動させる
ことができる。
【００４５】
　ヒンジ４６０から離れた第２の部材４４０の端部４４２は、ロッカーロック５０と隙間
５１とを有する縦穴４８を設けることができ、ロッカーロック５０は、接続フランジ５３
を介して縦穴４８に取り付けることができる。
【００４６】
　第１と第２の部材４２０，４４０を互いに離して回転させて、サニタリー接続１２の終
端部１８とＯリングシール２７とを第２の部材４４０の溝４４に挿入することができる。
図９に示すように、ハンドル４９１を不活性(inactivated)位置にして、ピン４８０を縦
穴４８に挿入し、第１と第２部材４２０，４４０の端部４２２，４４２が、それぞれ互い
に接触または近接するように、第１と第２の部材４２０，４４０を互いに向かって回転で
きる。第１と第２の部材４２０，４４０を互いの方に向かってそれぞれ回転させることで
、第１の部材４２０をサニタリー接続１２の終端１８およびＯリングシール２７と係合さ
せることができる。上述したように、ハンドル４９１を回転させて、そのカム部４９０を
第１の部材４２０のカム受容面４２６と係合させ、これにより縦穴４８の外の方向にピン
４８０を引っ張ることができる。縦穴４８の外の方向に引っ張られているピン４８０に応
じて、ピン４８０上の歯４８９を縦穴４８の隙間５１に係合させ、これにより縦穴４８に
対するピン４８０の移動を制限して、サニタリークランプ４１０がサニタリー接続１２に
流動可能に結合する係合位置に、第１と第２の部材４２０，４４０をそれぞれ係止する。
【００４７】
　また、図示したサニタリークランプ１０，１１０，３１０、および４１０は、それらの
各機能を変えることなく、図示したものと異なる構成を取ることができる。例えば、図１
１に示すサニタリークランプ２１０は、図４～６Ｃに示すサニタリークランプ１１０と基
本的に同様に機能する。サニタリークランプ２１０は、ヒンジ２６０で回動可能に結合し
た第１と第２の部材２２０，２４０をそれぞれ備え、サニタリー接続１２の終端部１８と
Ｏリングシール２７とを収納する溝２２，４４を規定している。ヒンジ２６０の反対側の
第１の部材２２０の端部２２２は、開口２２４を規定し、ピン２８０が開口２２４を介し
て挿入されている。図１２に示すピン２８０は、第１の部材２２０に接触して、第１の部
材２２０の開口２２４を通してピン２８０の移動を制限する留め具２８２を備え、ピン２
８０は、ねじ端部２８４とねじ端部２８４の反対側のラチェット端部２８６とを備えてい
る。
ピン２８０のラチェット端部２８６の２つの反対側には、各々複数の歯２８８が備えられ
ている。プラス状(plus-sign shaped)ハンドル２９０を、ピン２８０のねじ部２８４上に
締結することができる。
【００４８】
　第２の部材２４０は貫通穴(through-bore)２４２を規定できる。穴２４２を部分的に規
定している対向する側壁２４４は、各々接続用フランジ対２４８によりその側壁２４４に
結合されたロッカーロック２４６を備えてよい。ロッカーロック２４６は、対向する側壁
２４４に向けて内側に付勢され、ロッカーロック２４６の下端２５２を対向する側壁２４
４から離れた外側に移動できるボタン２５０を備えることができる。ロッカーロック２４
６の下端２５２と側壁２４４の間に隙間２５４を形成できる。
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【００４９】
　第２の部材２２０と第１の部材２４０とを互いから離して回転して、サニタリー接続１
２の終端１８を第２の部材２４０の溝４４に挿入することができる。第１の部材２２０を
第２の部材２４０に向けて回転して、ピン２８０を縦穴２４２に挿入することができる。
ピン２８０のねじ部２８４周囲でハンドル２９０を回転させることができ、これにより順
に、ハンドル２９０に向けて縦穴２４２から外側の方向にピン２８０を引っ張る。ピン２
８０のラチェット端部２８６上の歯２８９と縦穴２４２により規定された隙間２４２との
間の係合により、縦穴２４２の外側の方向へのピン２８０の移動を防ぐことができる。歯
２８９と縦穴２４２との間を係合させることで、第２の部材２４０に対する第１の部材２
２０の移動を防ぎ、これによりサニタリークランプ２１０を閉止位置に固定できる。
【００５０】
　それらの類似機能にも関わらず、サニタリークランプ１１０と比較して、サニタリーク
ランプ２１０はいくつかの差異を有している。サニタリークランプ１１０の側壁２４４は
、ロッカーロック２４６の上部を広げず、これによりボタン２５０を大きくすることが可
能である。ピン２８０は、ねじ端部とラチェット端部２８４，２８６双方を有する一体型
部材であるため、部品点数を削減することができる。ハンドル２９０の形状はプラス字形
であるため、ハンドル２９０を簡単に掴むことができる。
【００５１】
　現在最も実施可能と考えられるものと、好適な実施例に関して本発明を説明したが、本
実施例は開示した実施例に限定されず、むしる各種変形例と添付クレームの要旨と範囲に
包含される等価な構成も網羅するのを意図していることを理解すべきである。なお、この
範囲は、法的に許されている上記の全ての変形例と等価な構成を包含するような最も広い
解釈に一致しなければならない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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